
理

出

f 

ω 

、0，

九.

支
え
合
う
社
会
を
実
現
す
る
と
と
も
に
、
経
済
・
社
会
の
構
造
変
化
に
適
応
し
、

問
が
詰
頼
で
会
る
税
制
制
を
構
築
す
る
観

点
か
ら
の
税
制
制
全
般
に
わ
た
る
改
革
の
一
環
と
し
て
、
年
齢
十
六
織
未
講
の
扶
養
耕
族
に
対
す
る
扶
養
器
掠
及
び
特
定
扶
養
親

族
の
う
ち
年
齢
十
六
織
以
上
十
九
歳
未
織
の
者
に
対
す
る
扶
養
謹
拾
の
上
乗
せ
部
分
の
廃
止
、
た
、
は
こ
税
の
税
率
の
引
上
、
げ
、

所
得
税
の
寄
附
金
控
静
の
適
期
下
限
額
の
軒
下
げ
並
び
に
揮
発
油
税
等
及
、
び
自
動
車
重
濫
税
に
係
る
十
年
間
の
暫
定
税
率
の
鐙

止
等
の
見
識
し
を
行
う
と
と
も
に
、
非
課
税
口
座
内
の
少
額
上
場
株
式
等
に
係
る
担
当
一
敗
得
及
部
議
渡
所
得
等
の
非
課
税
法
治
慢

の
創
設
、
資
本
記
関
係
す
る
取
引
等
に
係
る
税
艇
の
整
鎖
、
特
殊
支
配
間
接
会
社
の
役
殿
給
与
の
損
金
不
算
入
制
捜
の
隣
止
、

外
欝
子
会
社
合
算
税
制
の
晃
車
し
、
蹴
系
尊
属
か
ら
生
宅
前
収
得
等
資
金
の
贈
与
を
受
け
た
場
合
の
贈
与
税
の
非
諜
税
構
震
の
拡

充
並
び
に
所
得
税
、
法
人
税
及
び
相
続
税
等
の
説
税
犯
に
係
る
鰭
役
刑
の
上
限
の
引
上
げ
等
の
誤
射
の
児
童
し
そ
行
う
ほ
か
、

精
報
基
盤
強
化
税
制
の
箆
止
及
び
小
規
模
宅
地
等
に
つ
い
て
の
相
続
税
の
課
税
価
格
の
計
算
の
特
掲
の
対
象
縮
減
等
鋭
存
の
特

民
措
罰
の
盤
理
合
理
化
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
中
小
企
業
投
資
突
進
税
抑
制
等
期
翠
の
到
来
す
る
持
別
措
置
に
つ
い
て
実
情
に
応
じ

繍
照
顛
限
を
縫
…
同
訳
す
る
等
、
明
袈
の
撞
置
な
一
体
と
し
て
鱗
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
裁
を
提
出
す
る
親
密
で

あ
る
。


